
12 2019（令和元年）

　海外資産を把握するため、12月31日時点で国外財産の合計が5
千万円超の居住者が、その種類、数量、価額、所在等を記載した
調書を翌年3月15日までに税務署長に提出する制度。期限内に提
出した場合には、記載した財産に所得税等の申告漏れがあったと
きでも、過少申告加算税が減額される特例等が設けられています。

国外財産調書制度
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国　税／ 給与所得者の年末調整 
 今年最後の給与を支払う時

国　税／ 給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書及び保険料
控除申告書の提出 

 今年最後の給与を支払う前日
国　税／ 11月分源泉所得税の納付 

 12月10日
国　税／ 10月決算法人の確定申告 

（法人税・消費税等） 1月6日

国　税／ 4月決算法人の中間申告 
 1月6日

国　税／ 1月、4月、7月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 1月6日

地方税／ 固定資産税・都市計画税（第
3期分）の納付 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内
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中
小
企
業
者
の
経
営
相
談
を
長
年

行
っ
て
き
た
Ａ
氏
は
、
弱
い
（
業
績

不
振
）
の
会
社
の
原
因
は
、
次
の
よ

う
な
点
に
あ
る
と
指
摘
し
ま
す
。

・
戦
略
と
戦
術
の
区
別
が
つ
か
ず
繰

り
返
し
戦
術
（
作
業
）
が
大
事
だ

と
思
っ
て
い
る
。

・
社
長
が
責
任
を
持
っ
て
担
当
す
べ

き
役
割
（
戦
略
を
練
る
こ
と
）
を

理
解
し
て
い
な
い
。

・
戦
略
に
は
、
強
い
会
社
の
戦
略
と

弱
い
会
社
の
戦
略
の
二
通
り
が
あ

る
が
、
そ
の
事
を
知
ら
な
い
。

　
競
争
社
会
に
お
い
て
、
自
社
が
他

社
に
勝
つ
た
め
に
は
、
社
長
が
経
営

の
原
理
・
原
則
を
知
っ
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
弱
い
会
社
の
経
営
戦
略

に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
が
、
そ

の
前
に
会
社
の
経
営
力
及
び
会
社
を

取
り
巻
く
環
境
に
つ
い
て
、
触
れ
て

い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

１
　
経
営
力
の
お
さ
え
方

　
ま
ず
、
会
社
の
経
営
力
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
や
、
経
営

の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
ま

す
。

⑴

　経
営
の
目
的

　
人
は
食
事
か
ら
取
る
カ
ロ
リ
ー
を

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
し
て
生
き
て
い
ま
す

が
、
会
社
は
商
品
・
優
良
な
サ
ー
ビ

ス
を
お
客
様
に
提
供
し
、
お
金
を
貰

い
粗
利
益
（
儲
け
）
を
出
し
生
存
し

て
い
ま
す
。

　
こ
の
事
か
ら
、
経
営
の
目
的
は
利

益
を
出
す
こ
と
、
と
い
う
答
え
に
な

り
ま
す
が
、
更
に
考
え
て
い
く
と
、

〝
お
客
様
を
創
り
出
し
、
そ
の
数
を

増
や
し
利
益
を
出
す
こ
と
〞
に
な
り

ま
す
。

　
当
然
、
多
数
の
競
争
相
手
も
お
客

様
を
増
や
そ
う
と
努
力
し
て
い
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
自
社
は
お
客
様
が

多
い
か
少
な
い
か
の
問
題
は
、
競
争

相
手
と
比
較
（
相
対
的
に
判
断
）
し

て
ど
う
か
の
問
題
と
な
り
ま
す
（
市

場
占
有
率
の
問
題
）。

　
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
経
営

の
目
的
は
〝
お
客
様
を
創
り
出
し
、

お
客
様
占
有
率
で
一
番
を
目
指
す
こ

と
〞
で
す
。

⑵

　目
的
を
果
た
す
に
は

　
目
的
を
果
た
そ
う
と
す
る
と
、
自

社
の
経
営
を
構
成
す
る
要
因
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
要

因
に
は
、①
営
業
力
、②
商
品
力
（
商

品
・
優
良
な
サ
ー
ビ
ス
）、③
組
織（
人

の
配
分
・
役
割
）、
④
資
金
、
が
あ

り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
構
成
要
因
を
捉
え
た
上

で
自
社
に
ふ
さ
わ
し
い
目
標
を
決
め

て
い
き
ま
す
。

⑶

　目
標
の
決
め
方

　
目
標
の
決
め
方
で
は
、
何
を
（
商

品
対
策
）、
ど
こ
で
（
営
業
地
域
対

策
）、
誰
に
（
業
界
・
客
層
対
策
）、

ど
う
い
う
売
り
方
を（
営
業
対
策
）、

繰
り
返
し
買
っ
て
も
ら
う
（
お
客
様

維
持
対
策
）、
人
員
の
採
用
・
役
割

分
担
（
組
織
対
策
）、
資
金
の
調
達
・

配
分
（
財
務
対
策
）
を
検
討
し
て
い

き
ま
す
。

図 1　経営の全体像（イメージ）
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⑷

　目
標
の
達
成

　
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
効
果
的
な

や
り
方
が
戦
略
で
す
。
あ
と
は
戦
略

を
決
め
た
上
で
、
力
強
く
実
行
（
こ

れ
を
戦
術
と
い
い
ま
す
）
に
移
し
、

業
績
を
上
げ
て
い
き
ま
す
。

　
経
営
力
を
中
心
と
し
た
経
営
の
全

体
像
（
図
１
）
で
以
上
の
こ
と
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
弱
い
会
社
の
戦
い
方

　
自
社
の
経
営
戦
力
を
把
握
し
た
ら
、

次
に
そ
の
戦
力
で
相
手
企
業
と
ど
う

戦
う
か
で
す
。

⑴

　事
例
研
究

問
　
年
商
一
〇
億
円
の
会
社
Ａ
、
Ｂ

社
が
あ
る
。
お
客
様
は
両
社
と
も

五
〇
〇
社
。
商
品
や
粗
利
益
、
一

社
当
た
り
の
取
引
高
は
同
じ
。

　
　
Ａ
社
は
一
県
（
Ｃ
県
）
だ
け
で

営
業
し
、
Ｂ
社
は
Ｃ
県
を
含
め
四

県
で
営
業
し
て
い
る
。
Ａ
社
と
Ｂ

社
ど
ち
ら
が
利
益
性
が
高
い
か
。

答
　
Ａ
社
。

　
新
し
い
お
客
様
を
創
る
に
は
、
多

く
の
経
費
が
掛
か
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
が
難
し
い
‥
‥
。

　
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
自
社
の
戦

力
を
重
点
的
に
投
入
す
る
。
事
例
で

は
、
Ａ
社
は
地
域
に
お
客
様
を
集
中

し
た
こ
と
で
、
相
手
企
業
を
Ｃ
県
に

お
い
て
上
回
る
こ
と
と
な
っ
た
（
市

場
占
有
率
の
原
則
に
適
合
さ
せ
た
）

こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

　「
一
位
営
業
有
利
の
原
則
」、「
一

位
集
中
の
原
則
」、「
一
位
経
費
割
安

の
原
則
」
等
、
こ
れ
ら
は
特
定
の
何

か
に
集
中
し
た
こ
と
で
生
じ
る
効
率

上
昇
の
効
果
を
い
い
ま
す
。
勿
論
、

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
、
客
層
に
集
中
す

る
こ
と
で
も
こ
の
こ
と
は
生
じ
ま
す
。

　
こ
の
法
則
の
理
論
的
根
拠
に
な
っ

て
い
る
の
が
、
一
九
一
四
年
の
フ
レ

デ
リ
ッ
ク
・
ラ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の「
戦

闘
時
に
お
け
る
力
関
係
は
ど
の
よ
う

に
決
ま
る
か
」
の
研
究
論
文
で
す
。

　
後
に
、〝
競
争
の
原
理
〞
と
呼
ば

れ
、
日
本
の
中
小
企
業
経
営
者
の
経

営
戦
略
と
し
て
研
究
の
テ
ー
マ
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

⑵

　ラ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
法
則

　
大
企
業
は
中
小
企
業
よ
り
確
か
に

強
い
。
い
や
、
大
企
業
は
中
小
企
業

よ
り
全
体
的
に
強
い
、
と
言
い
換
え

た
方
が
良
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と

い
う
こ
と
は
、
中
小
企
業
が
全
体
的

に
み
る
と
、
劣
勢
で
あ
る
と
い
う
事

で
す
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
や
り

方
次
第
で
は
部
分
的
に
優
勢
に
立
て

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
大
企
業
と
中
小
企
業
が

全
面
戦
争
を
展
開
す
れ
ば
、
大
企
業

が
圧
倒
的
に
強
い
。

　
し
か
し
、
大
企
業
と
中
小
企
業
が

局
地
戦
争
に
な
っ
た
場
合
、
中
小
企

業
が
そ
の
戦
場
に
戦
力
を
重
点
投
入

し
、
相
手
の
戦
力
を
上
回
れ
ば
、
そ

の
範
囲
内
で
強
者
に
な
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
こ
れ
が
ラ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
法
則

で
す
（
図
2
参
照
）。

⑶

　弱
い
会
社
の
戦
い
方

　
自
社
の
業
績
向
上
の
た
め
、「
競
争

の
相
手
」
と
「
競
争
の
場
所
」
を
明

確
に
す
る
。
つ
ま
り
、「
誰
と
」、「
ど

こ
で
」
戦
う
の
か
を
選
定
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
理
解
い
た
だ

け
た
で
し
ょ
う
か
。
で
は
、
具
体
的

に
ど
う
取
り
組
む
の
か
と
な
る
と
、

一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
。

　
自
動
車
メ
ー
カ
の
ト
ヨ
タ
自
動
車

を
み
ま
す
と
、
国
内
で
あ
れ
ば
、
日

産
、
ホ
ン
ダ
、
ス
ズ
キ
等
、
世
界
で

は
Ｇ
Ｍ
、
メ
ル
セ
デ
ス
、
ワ
ー
ゲ
ン

等
。
ま
た
、Ｅ
Ｖ
で
は
中
国
企
業
と
、

自
動
運
転
で
は
グ
ー
グ
ル
が
競
争
相

手
と
な
り
、
競
争
相
手
が
明
確
と
は

言
え
ま
せ
ん
し
、
ま
た
相
手
を
見
誤

る
と
痛
い
目
に
も
合
い
ま
す
。

　
ど
う
い
う
絞
り
込
み
に
す
る
か
は
、

非
常
に
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
絞
り
込
み

を
す
る
に
せ
よ
、「
戦
い
に
勝
て
る

戦
場
」
を
選
ぶ
こ
と
は
非
常
に
大
切

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

図 2

※味方は全滅

〈味方〉 〈敵〉

※部分的優勢で勝利

全面的戦争図 局地戦争図
〈味方〉 〈敵〉

分散

分散 分散

分散
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年
末
調
整
は
、
給
与
の
支
払
者
が

給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
一
人
一
人

に
つ
い
て
、
毎
月
の
給
与
や
賞
与
な

ど
の
支
払
の
際
に
源
泉
徴
収
し
た
税

額
と
、
そ
の
年
の
給
与
の
総
額
に
つ

い
て
、
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
税

額
（
年
税
額
）
と
を
比
べ
て
、
過
不

足
を
精
算
す
る
も
の
で
す
。

◎
年
末
調
整
の
対
象
者

　
年
末
調
整
の
主
な
対
象
者
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。
な
お
「
給
与
所
得

者
の
扶
養
控
除
等
（
異
動
）
申
告
書
」

の
提
出
が
前
提
で
す
。

〈
年
末
調
整
の
対
象
と
な
る
人
（
例
）〉

・
一
年
を
通
じ
て
勤
務
し
て
い
る
人

・
年
の
中
途
で
就
職
し
、
年
末
ま
で

勤
務
し
て
い
る
人

・
年
の
中
途
で
退
職
し
た
人
の
う
ち
、

次
の
人

①
　
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
人

②
　
著
し
い
心
身
の
障
害
の
た
め

退
職
し
た
人
で
、
退
職
の
時
期

か
ら
み
て
、
本
年
中
に
再
就
職

が
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
人

〈
年
末
調
整
の
対
象
と
な
ら
な
い
人
（
例
）〉

・
前
掲
の
人
の
う
ち
、
本
年
中
の
主

た
る
給
与
の
収
入
金
額
が
二
千
万

円
を
超
え
る
人

・
二
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
を

受
け
て
い
る
人
で
、
他
の
給
与
の

支
払
者
に
扶
養
控
除
等
（
異
動
）

申
告
書
を
提
出
し
て
い
る
人
や
、

年
末
調
整
を
行
う
と
き
ま
で
に
扶

養
控
除
等
（
異
動
）
申
告
書
を
提

出
し
て
い
な
い
人
（
月
額
表
又
は

日
額
表
の
乙
欄
適
用
者
）

◎
令
和
元
年
分
の
留
意
点

１
　
復
興
特
別
所
得
税

　
所
得
税
の
二
・
一
％
の
復
興
特
別

所
得
税
の
上
乗
せ
は
、
令
和
十
九
年

分
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。

２
　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
創
設

　
住
宅
取
得
等
の
借
入
金
控
除
に
追

加
す
る
特
例
と
し
て
、
令
和
元
年
十

月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
消
費
税
率
一
〇
％

が
適
用
さ
れ
た
住
宅
を
購
入
し
、
住

み
始
め
る
こ
と
を
条
件
に
、
所
得
税
・

住
民
税
の
控
除
期
間
が
十
年
か
ら
十

三
年
に
三
年
間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
初
年
度
は
確
定
申
告
で

手
続
き
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
令
和
二
年
分
か
ら
の
改
正
点

　
令
和
二
年
分
よ
り
、
給
与
所
得
控

除
及
び
基
礎
控
除
の
見
直
し
や
、
控

除
申
告
書
に
電
子
的
控
除
証
明
書
を

添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
な
ど
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
の

で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表　　　　　　　　　　 〈国税庁資料〉
納税者本人の合計所得金額（給与所得だけの場
合の納税者本人の給与等の収入金額）

【参考】
配偶者の収入が
給与所得だけの
場合の配偶者の
給与等の収入金
額

900万円以下
（1,120 万円以下）

900 万円超
950万円以下
（1,120 万円超
1,170 万円以下）

950 万円超
1,000 万円以下
（1,170 万円超
1,220 万円以下）

配
偶
者
控
除

配偶者の合計所得金額
38万円以下 38万円 26万円 13万円

1,030,000 円以下
老人控除対象配偶者 48万円 32万円 16万円

配
偶
者
特
別
控
除

配偶者の合計所得金額
38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円 1,030,000 円超

1,500,000 円以下

85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円 1,500,000 円超
1,550,000 円以下

90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円 1,550,000 円超
1,600,000 円以下

95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円 1,600,000 円超
1,667,999 円以下

100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999 円超
1,751,999 円以下

105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999 円超
1,831,999 円以下

110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円 1,831,999 円超
1,903,999 円以下

115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999 円超
1,971,999 円以下

120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999 円超
2,015,999 円以下

123 万円超 0円 0円 0円 2,015,999 円超

年
末
調
整
の

ポ
イ
ン
ト

令
和

元
年
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所得控除額一覧表（抜粋）

【社会保険料控除額】
　支払った又は給与から控除された社会保険料の合計額

【小規模企業共済等掛金控除額】
　（独）中小企業基盤整備機構に支払った共済掛金（旧第二種共済掛金は生命保険料控除の対象）、確
定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金、地方公共団体が実施する
心身障害者扶養共済掛金との合算額

【生命保険料控除額】
保険等の種類 旧契約 新契約 両方適用する場合
一般の生命保険料 最高 5万円 最高 4万円 最高 4万円
個人年金保険料 最高 5万円 最高 4万円 最高 4万円
介護医療保険料 － 最高 4万円 －
合計適用限度額 最高 12万円

※旧契約とは、平成 23年 12月 31日以前に締結した保険契約等、新契約とは、平成 24年 1月1日
以後に締結した保険契約等

【地震保険料控除額】

（   地震保険料の額（最高 50,000 円） ）＋（ 旧長期損害保険契約の支払保険料① 10,000 円までの場合……支払保険料の全額
② 10,000 円を超える場合
　　　　　……支払保険料× 1/2 ＋ 5,000 円
　　　　　　　（最高 15,000 円） ）

※地震保険と旧長期損害保険の両方の控除額がある場合は、その合計額（最高 50,000 円）

障害者控除額 障害者 1人につき…………270,000 円
特別障害者 1人につき……400,000 円（同居特別障害者の場合 750,000 円）

寡婦（寡夫）控除額 270,000 円（特別の寡婦は、350,000 円）

勤労学生控除額 270,000 円

配偶者
控除額

一般の控除対象配偶者 130,000 円～
380,000 円

老人控除対象配偶者 160,000 円～
480,000 円

※　控除対象配偶者、控除対象扶養親族……
所得者と生計を一にする配偶者その他の親
族、都道府県知事から養育を委託された児
童（いわゆる里子）及び養護老人のうち、
所得金額の合計額（繰越損失控除前）が 38
万円以下の者（青色事業専従者又は白色事
業専従者とされる者を除く）。
※　特定扶養親族……控除対象扶養親族のう
ち、平成９年１月２日から平成 13 年１月
１日までの間に生まれた者（年齢 19 歳以
上 23歳未満の者）。
※　老人控除対象配偶者、老人扶養親族……
昭和 25年１月１日以前生まれ（年齢 70歳
以上）の控除対象配偶者、控除対象扶養親族。
※　同居特別障害者……控除対象配偶者や扶
養親族が、特別障害者に該当し、かつ、そ
の者が所得者又は所得者と生計を一にする
親族のいずれかと同居を常況としている者。
※　同居老親等……老人扶養親族のうち、所
得者又はその配偶者の直系尊属で、所得者
又はその配偶者のいずれかと同居を常況と
している者。

配偶者
特別
控除額

配偶者の合計所得金額が
38万円超 123万円以下

10,000 円～
380,000 円

扶養
控除額

一般の控除対象
扶養親族

16歳以上
19歳未満

380,000 円
23歳以上
70歳未満

特定扶養親族 19歳以上
23歳未満 630,000 円

老人扶養親族
同居老親等以外 480,000 円

同居老親等 580,000 円

基礎
控除額 380,000 円

◎税額控除である「住宅借入金等特別控除」については、給与所得者の場合、確定申告をした年分の
翌年以降の年分に、年末調整で適用を受けることができます。
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労
働
基
準
法
で
は
、
そ
の
適
用
対

象
で
あ
る
労
働
者
を
「
使
用
さ
れ
る

者
で
、
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
者
を
い

う
」
と
規
定
し
て
お
り
、
労
働
者
で

あ
る
か
否
か
は
、
次
の
二
点
（
使
用

従
属
性
）に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
ま
す
。

・
「
使
用
さ
れ
る
＝
指
揮
監
督
下
の

労
働
」
と
い
う
労
務
提
供
の
形
態

・
「
賃
金
支
払
」
と
い
う
報
酬
の
労

務
に
対
す
る
対
償
性
（
報
酬
が
提

供
さ
れ
た
労
務
に
対
す
る
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
）

　
実
際
に
は
、
指
揮
監
督
の
程
度
お

よ
び
態
様
の
多
様
性
、
報
酬
の
性
格

の
不
明
確
さ
等
か
ら
、
労
働
者
性
を

判
断
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
あ

り
ま
す
。

　
今
回
は
、
労
働
者
で
あ
る
か
否
か

の
基
準
を
示
し
た
旧
労
働
省
（
現
：

厚
生
労
働
省
）
の
労
働
基
準
法
研
究

会
に
よ
る
「
労
働
基
準
法
研
究
会
報

告
」
を
基
に
、
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
等

を
説
明
し
ま
す
。

判
断
基
準
の
ポ
イ
ン
ト

　
ま
ず
は
、
判
断
基
準
の
項
目
を
掲

げ
ま
す
。
こ
れ
ら
を
総
合
判
断
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者
性
の
有
無
を

判
断
し
て
い
き
ま
す
。

一

　使
用
従
属
性
の
判
断
基
準

㈠
　
指
揮
監
督
下
の
労
働

・
仕
事
の
依
頼
、
業
務
従
事
の

指
示
等
に
対
す
る
諾
否
の
自

由
の
有
無

・
業
務
遂
行
上
の
指
揮
監
督
の

有
無

・
拘
束
性
の
有
無

・
代
替
性
の
有
無

㈡
　
報
酬
の
労
務
対
償
性

二

　労
働
者
性
の
判
断
を
補
強

す
る
要
素

㈠
　
事
業
者
性
の
有
無

・
機
械
、
器
具
の
負
担
関
係

・
報
酬
の
額

㈡
　
専
属
性
の
程
度
　
　
等

使
用
従
属
性
の
判
断
基
準

㈠

　指
揮
監
督
下
の
労
働

①
　
仕
事
の
依
頼
、
業
務
従
事
の
指

示
等
に
対
す
る
諾
否
の
自
由
の
有

無
　
　「
使
用
者
」
の
具
体
的
な
仕
事
の

依
頼
、
業
務
従
事
の
指
示
等
に
対

し
て
諾
否
の
自
由
を
有
し
て
い
れ

ば
、
他
人
に
従
属
し
て
労
務
を
提

供
す
る
と
は
言
え
ず
対
等
な
当
事

者
間
の
関
係
と
な
り
、
指
揮
監
督

関
係
を
否
定
す
る
重
要
な
要
素
と

な
り
ま
す
。

　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
具
体
的
な
仕

事
の
依
頼
、
業
務
従
事
の
指
示
等

に
対
し
て
拒
否
す
る
自
由
を
有
し

な
い
場
合
は
、
指
揮
監
督
関
係
を

推
認
さ
せ
る
重
要
な
要
素
と
な
り

ま
す
。

　
　
な
お
、
当
事
者
間
の
契
約
に
よ

っ
て
は
、
一
定
の
包
括
的
な
仕
事

の
依
頼
を
受
諾
し
た
以
上
、
当
該

包
括
的
な
仕
事
の
一
部
で
あ
る

個
々
具
体
的
な
仕
事
の
依
頼
に
つ

い
て
は
拒
否
す
る
自
由
が
制
限
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
、
専
属

下
請
の
よ
う
に
事
実
上
、
仕
事
の

依
頼
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
　
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
拒
否

す
る
自
由
を
有
し
な
い
こ
と
を
理

由
に
直
ち
に
指
揮
監
督
関
係
を
肯

定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
事

実
関
係
だ
け
で
な
く
、
契
約
内
容

等
も
勘
案
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②
　
業
務
遂
行
上
の
指
揮
監
督
の
有

無
　
　
業
務
の
内
容
及
び
遂
行
方
法
に

つ
い
て
「
使
用
者
」
の
具
体
的
な

指
揮
命
令
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、

指
揮
監
督
関
係
の
基
本
的
か
つ
重

要
な
要
素
に
な
り
ま
す
。

　
　
こ
の
点
も
指
揮
命
令
の
程
度
が

問
題
で
あ
り
、
通
常
注
文
者
が
行

う
程
度
の
指
示
等
に
止
ま
る
場
合

に
は
、
指
揮
監
督
を
受
け
て
い
る

と
は
言
え
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
　
拘
束
性
の
有
無

　
　
勤
務
場
所
及
び
勤
務
時
間
が
指

定
さ
れ
、
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
一
般
的
に
は
、
指
揮
監
督
関

係
の
基
本
的
な
要
素
で
す
。

　
　
し
か
し
な
が
ら
、
業
務
の
性
質

上
（
例
え
ば
、
演
奏
）、
安
全
を

確
保
す
る
必
要
上
（
例
え
ば
、
建

設
）
等
か
ら
必
然
的
に
勤
務
場
所

及
び
勤
務
時
間
が
指
定
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
、
そ
の
指
定
が
業
務
の

性
質
等
に
よ
る
も
の
か
、
業
務
の

労
働
基
準
法
上
の
「
労
働
者
」
の
判
断
基
準

の
判
断
基
準

労
働
基
準
法
上
の
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遂
行
を
指
揮
命
令
す
る
必
要
に
よ

る
も
の
か
を
判
断
し
ま
す
。

④
　
代
替
性
の
有
無
（
指
揮
監
督
関

係
の
判
断
を
補
強
す
る
要
素
）

　
　
本
人
に
代
わ
っ
て
他
の
者
が
労

務
を
提
供
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
る
か
否
か
、
ま
た
、
本
人
が

自
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
補
助
者
を

使
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か

否
か
な
ど
労
務
提
供
に
代
替
性
が

認
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
指

揮
監
督
関
係
そ
の
も
の
に
関
す
る

基
本
的
な
判
断
基
準
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
労
務
提
供
の
代
替
性
が

認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
指

揮
監
督
関
係
を
否
定
す
る
要
素
の

一
つ
と
な
り
ま
す
。

㈡

　報
酬
の
労
務
対
償
性

　
報
酬
が
時
間
給
を
基
礎
と
し
て
計

算
さ
れ
る
な
ど
労
働
の
結
果
に
よ
る

較
差
（
最
大
と
最
小
の
差
）
が
少
な

い
、
欠
勤
し
た
場
合
に
は
応
分
の
報

酬
が
控
除
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
残
業
を

し
た
場
合
に
は
通
常
の
報
酬
と
は
別

の
手
当
が
支
給
さ
れ
る
な
ど
報
酬
の

性
格
が
使
用
者
の
指
揮
監
督
の
下
に

一
定
時
間
労
務
を
提
供
し
て
い
る
こ

と
に
対
す
る
対
価
と
判
断
さ
れ
る
場

合
に
は
、「
使
用
従
属
性
」
を
補
強

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

労
働
者
性
の
判
断
を
補
強
す
る
要
素

　「
使
用
従
属
性
」
の
判
断
が
困
難
な

場
合
に
は
、
以
下
の
要
素
を
も
勘
案

し
て
、
総
合
判
断
し
ま
す
。

㈠

　事
業
者
性
の
有
無

　
労
働
者
は
、
機
械
、
器
具
、
原
材

料
等
の
生
産
手
段
を
有
し
な
い
の
が

通
例
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
傭
車
運
転

手
（
自
ら
が
所
有
す
る
車
両
を
使
用

し
て
、業
務
を
行
う
者
）の
よ
う
に
、

相
当
高
価
な
ト
ラ
ッ
ク
等
を
所
有
し

て
労
務
を
提
供
す
る
例
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
、

そ
の
者
の
「
事
業
者
性
」
の
有
無
を

併
せ
て
、
総
合
判
断
す
る
こ
と
が
適

当
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

①
　
機
械
、
器
具
の
負
担
関
係

　
　
本
人
が
所
有
す
る
機
械
、
器
具

が
安
価
な
場
合
に
は
問
題
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
著
し
く
高
価
な
場
合

に
は
自
ら
の
計
算
と
危
険
負
担
に

基
づ
い
て
事
業
経
営
を
行
う
「
事

業
者
」
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、

「
労
働
者
性
」
を
弱
め
る
要
素
と

な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

②
　
報
酬
の
額

　
　
報
酬
の
額
が
当
該
企
業
に
お
い

て
同
様
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る

正
規
従
業
員
に
比
し
て
著
し
く
高

額
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
般
的
に

は
、
当
該
報
酬
は
、
労
務
提
供
に

対
す
る
賃
金
で
は
な
く
、
自
ら
の

計
算
と
危
険
負
担
に
基
づ
い
て
事

業
経
営
を
行
う
「
事
業
者
」
に
対

す
る
代
金
の
支
払
と
認
め
ら
れ
、

そ
の
結
果
、「
労
働
者
性
」
を
弱

め
る
要
素
と
な
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

③
　
そ
の
他

　
　
①
、
②
の
ほ
か
、
裁
判
例
に
お

い
て
は
、
業
務
遂
行
上
の
損
害
に

対
す
る
責
任
を
負
う
、
独
自
の
商

号
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
等
の

点
を
「
事
業
者
」
と
し
て
の
性
格

を
補
強
す
る
要
素
と
し
て
い
る
も

の
が
あ
り
ま
す
。

㈡

　専
属
性
の
程
度

　
特
定
の
企
業
に
対
す
る
専
属
性
の

有
無
は
、
直
接
に
「
使
用
従
属
性
」

の
有
無
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
く
、

特
に
専
属
性
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て

労
働
者
性
を
弱
め
る
こ
と
と
は
な
り

ま
せ
ん
が
、「
労
働
者
性
」
の
有
無

に
関
す
る
判
断
を
補
強
す
る
要
素
の

ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
　
他
社
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

が
制
度
上
制
約
さ
れ
、
ま
た
、
時

間
的
余
裕
が
な
く
事
実
上
困
難
で

あ
る
場
合
に
は
、
専
属
性
の
程
度

が
高
く
、
い
わ
ゆ
る
経
済
的
に
当

該
企
業
に
従
属
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
、「
労
働
者
性
」
を
補
強
す

る
要
素
の
一
つ
と
考
え
て
差
し
支

え
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
　
報
酬
に
固
定
給
部
分
が
あ
る
、

業
務
の
配
分
等
に
よ
り
事
実
上
固

定
給
と
な
っ
て
い
る
、
そ
の
額
も

生
計
を
維
持
し
う
る
程
度
の
も
の

で
あ
る
な
ど
報
酬
に
生
活
保
障
的

な
要
素
が
強
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
前
記
①
と
同
様
、「
労

働
者
性
」
を
補
強
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

㈢

　そ
の
他

　
以
上
の
ほ
か
、
裁
判
例
に
お
い
て

は
、
次
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
「
労

働
者
性
」
を
肯
定
す
る
判
断
の
補
強

事
由
と
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
採
用
、
委
託
等
の
際
の
選
考
過
程

が
正
規
従
業
員
の
採
用
の
場
合
と

ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
こ
と

・
報
酬
に
つ
い
て
給
与
所
得
と
し
て

の
源
泉
徴
収
を
行
っ
て
い
る
こ
と

・
労
働
保
険
の
適
用
対
象
と
し
て
い

る
こ
と

・
服
務
規
律
を
適
用
し
て
い
る
こ
と

・
退
職
金
制
度
、
福
利
厚
生
を
適
用

し
て
い
る
こ
と



　外国人労働者の受入れを拡大する改正出
入国管理法が今春から施行されています。
そこで、ワークスモバイルジャパンが公表
している「外国人労働者と働いた経験のあ
る日本人に対する業界別意識調査」の結果
をみてみましょう。
　外国人労働者の受け入れについて「賛成」
と回答した人は、外国人労働者と働いた経
験のない人の68.5％に対して、経験があ
る人は74.8％と受け入れへの賛成割合が
高くなっています。
　業界別でみると、最も高いのが「介護・
医療業」で81.2％と、他業界に比べて高い
ようです（右表参照）。
　外国人労働者の受け入れに賛成と回答し
た理由について（複数回答）は、「人手不足
解消につながる」68.2％、「異なる視点を
取り入れ、新しいアイディアが生まれる」
40.1％、「海外の人と交流ができる」36.8

％の順で、自社の人手不足解消に期待を寄
せる企業が多く、特に建設業でその割合が
高いのが特長です。
　なお、企業が実施した受入施策としては、
「多言語業務マニュアルの準備」、「外国人
労働者向け福利厚生の策定」、「日本語・日
本文化研修」などが多くなっています。

外国人労働者の受入れ

　政治経済評論家・Ｉ氏に“財政とは何か”
と聞くと、財政とは「××を〇〇〇したも
の」と明確に答えます。
　さて皆様は、××や〇〇〇をどう答えま
すか？（答えは最終行）。
　Ｉ氏はさらに、“政治（政治の役割）とは
何か”について、次のように話します。
　「政治の役割は、国民からどのようにお
金を集め、そのお金をどのように使うかを
決めることである。お金以外では、国民が
共同生活を行うためのルール（法律）を作
って、それを実施すること（立法と行政）」
と言います。
　財政に話を戻しますが、財務省は毎年、
「日本の財政関係資料」という小冊子（無料）
を発行しています。中小企業経営に影響す
るニュースを読む際にも、この冊子を手元
に置いておくと便利です。

（答え　財政とは、「政治」を「数値化」した
もの）

財政とは？
　最
近
、
ス
ー
パ
ー
の
折
り
込
み
チ

ラ
シ
を
見
る
機
会
が
減
っ
た
と
思
い

ま
せ
ん
か
。
新
聞
の
発
行
部
数
が
減

少
し
て
い
る
の
で
、
連
動
し
て
折
り

込
み
チ
ラ
シ
も
減
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。　一

方
、
宅
配
で
新
聞
を
取
り
続
け

て
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
チ
ラ
シ
で
把

握
し
て
い
た
特
売
情
報
が
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
チ
ェ
ッ
ク
す
れ
ば
済
む

時
代
に
な
り
ま
し
た
。

　チ
ラ
シ
特
売
の
退
潮
と
と
も
に
、

流
通
業
界
で
台
頭
し
て
き
て
い
る
の

が
、「
エ
ブ
リ
デ
ィ
・
ロ
ー
・
プ
ラ

イ
ス
（
毎
日
安
売
り
）」
と
い
う
価

格
戦
略
で
す
。

　チ
ラ
シ
や
店
舗
の
運
営
経
費
を
徹

底
的
に
省
き
、
浮
い
た
経
費
を
原
資

に
店
頭
売
価
を
引
き
下
げ
る
、
体
力

勝
負
の
大
手
の
戦
略
で
す
。

　中
小
企
業
は
同
じ
土
俵
で
は
勝
つ

の
は
難
し
い
の
で
、
消
費
者
の
〝本

物
志
向
〞
に
徹
し
て
い
く
の
も
一
つ

の
生
き
方
で
し
ょ
う
。

「
安
売
り
」
へ
の
対
応

業種別の会社の外国人労働者受入に対する賛成意向

60％ 65％ 70％ 75％ 80％

介護・医療業 81.2％

宿泊業 75.9％

建設業 75.4％

サービス業 72.7％

飲食業 71.7％

製造業 71.7％
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